
第７３回税理士試験 法人税法

解 説

〔第一問〕

問１

⑴について

通算親法人となることができる法人は、内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、次に掲げる法人のいずれにも該当しない

法人をいう。

① 清算中の法人

② 普通法人（外国法人を除く。）又は協同組合等との間にその普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人

③ 通算制度の取りやめの承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後５年を経過する日

の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

④ 青色申告の承認の取消しの通知を受けた法人でその通知を受けた日から同日以後５年を経過する日の属する事業年度終了の日ま

での期間を経過していないもの

⑤ 青色申告の取りやめの届出書を提出をした法人でその届出書を提出した日から同日以後１年を経過する日の属する事業年度終了

の日までの期間を経過していないもの

⑥ 投資法人

⑦ 特定目的会社

⑧ 法人課税信託に係る受託法人

上記を解答することとなるが、解答量が多くなってしまうため、理論集の内容をそのまま解答すれば、十分かと思われる。

⑵①について

通算子法人になれる法人は、親法人との間にその親法人による完全支配関係（通算除外法人及び外国法人が介在しない一定の関係

に限る。）がある内国法人（通算除外法人を除く。）とされている。

つまり、完全支配関係があっても、外国法人が介在する場合は、通算子法人となることができないこととされている。

よって、外国法人にその発行済株式の一部を保有されている内国法人である株式会社は、通算子法人となることができない。

⑵②について

一般社団法人の設立者は、一般財団法人に対して財産の拠出をした場合であっても、株式会社等において株主等が有する剰余金

配当請求権、残余財産分配請求権及び株主総会等における議決権に相当する権利は与えられないことから、一般財団法人は株式を発

行する法人又は出資を受ける法人には該当しない。

したがって、一般財団法人に対して財産を拠出していても発行済株式又は出資を保有していることにはならず、通算親法人が一般

財団法人の財産の全てを拠出したとしても、その一般財団法人との間に完全支配関係を有することにはならない。（グループ通算制

度に関するＱ＆Ａ（問５）より）

よって、一般財団法人は、通算子法人になることができない。

（無断複写・転載を禁ず）
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⑶について

通算法人の所得事業年度において、他の通算法人に通算前欠損金額が生ずる場合には、その通算法人のその所得事業年度の通算対

象欠損金額は、その所得事業年度において損金の額に算入される。

　また、通算法人の欠損事業年度の終了日において、他の通算法人に通算前所得金額が生ずる場合には、その通算法人のその欠損事

業年度の通算対象所得金額は、その欠損事業年度において益金の額に算入される。

Ｐ社は、所得事業年度に該当し、他の通算法人に通算前欠損金額が生じているため、通算対象欠損金額は、その所得事業年度にお

いて損金の額に算入されるが、本問では、Ｓ３社が期限後申告を行っている。

期限内申告書を提出しなかった法人に係る損益通算の取扱いは、基本通達において、次のように定められている。

法人税基本通達１２の７－１－２

法第６４条の５第５項《損益通算》に規定する「第７４条第１項（確定申告）の規定による申告書」とは、期限内申告書をいい、

期限後申告書は含まれないのであるから、通算法人のうち期限内申告書を提出しなかったものに係る法第６４条の５第１項に規定

する通算前所得金額及び同条第３項に規定する通算前欠損金額は零となり、同条第１項又は第３項の規定により当該通算法人の

損金の額又は益金の額に算入される金額は、同条第８項の規定が適用される場合を除き、ないこととなることに留意する。

法第６４条の５第５項は、次の⑷で問われている遮断措置に関する取扱いである。

損益通算に係る遮断措置は、通算グループ内の一法人に修更正事由が生じた場合には、損益通算に用いる通算前所得金額及び通算

前欠損金額を当初申告額に固定する措置であるが、この場合の当初申告額とは、期限内申告書に記載された金額とされている。その

ため、期限後申告を行った通算法人は、法第６４条の５第１項に規定する通算前所得金額及び同条第３項に規定する通算前欠損金額は

零として取扱うこととされている。また、 Ｓ３社は、損益通算の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額もないこととさ

れている。

ここで注意するところは、「通算法人のうち期限内申告書を提出しなかったものに係る法第６４条の５第１項に規定する通算前所得

金額及び同条第３項に規定する通算前欠損金額は零となり」という文言で、損益通算の規定を適用する場合、期限後申告を行った通

算法人の通算前所得金額及び通算前欠損金額は零として取り扱うこととされている。

つまり、Ｓ３社は、通算前欠損金額は零として取り扱わないといけないことから、Ｐ社グループ全体の通算前欠損金額は、Ｓ２社の

通算前欠損金額１０，０００，０００円だけとなる。

よって、この通算前欠損金額１０，０００，０００円をＰ社とＳ１社の所得金額の比率で、配分することとなる。

⑷について

損益通算は、上記⑶の解説で述べたように、通算グループ内の一法人に修更正事由が生じた場合には、損益通算に用いる通算前所

得金額及び通算前欠損金額を当初申告額に固定する措置（いわゆる遮断措置）が設けられている。

そのため、期限内申告を行った後において、通算グループ内の一法人に修更正事由が生じた場合でも、損益通算に用いる通算前所

得金額及び通算前欠損金額は当初申告額に固定して計算することとされている。

よって、基本的には、損益通算で損金の額又は益金の額に算入される金額は、変わらないこととなる。

なお、一定の要件を満たすと全体再計算の取扱いもあるが、その要件の一つとして「通算法人の全てについて、「期限内申告所得

金額＝０」又は「期限内申告欠損金額あり」」がある。本問では、Ｐ社とＳ１社が期限内申告所得金額が０を超えていることから、

全体再計算の取扱いは想定されれない。

問２

Ｘ社は、Ｚ社から金銭の借り入れを行っているが、Ｚ社は外国法人であり、Ｘ社とＺ社は、いずれもＹ社によって、発行済み株式総

数の５０％以上の株式を保有されているため、Ｘ社は、国外関連者、国外支配株主等及び関連者に該当することとなる。

この場合、想定される取扱いは、移転価格税制、過少資本税制及び過大支払利子税制となるが、借入利率は適正水準であることか

ら、移転価格税制の適用はなく、出資の３倍を超える借り入れを行っていないため、過少資本税制の適用もない。

一方、調整所得金額の２０％を超える利息を支払っていることから、過大支払利子税制の適用はある。

よって、解答する内容としては過大支払利子税制が中心となるが、過大支払利子税制の内容を解答すればいいのか、適用はないが移

転価格税制や過少資本税制の内容も解答すればいいのか、判断に迷う問題である。

問題の資料の与え方からすると、移転価格税制や過少資本税制の内容も解答を求めているような感じではあるため、模範解答では、

移転価格税制や過少資本税制の内容を解答している。

ただし、試験委員がどのような理論の解答を求めているのかは不明であることから、まずは、過大支払利子税制の制度の内容をきち

んと解答することが大切である。

（無断複写・転載を禁ず）
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問３

会社更生法の更生計画の認可決定により債権が切り捨てられたため、切り捨てられた金額は、貸倒損失として損金算入が認められ

る。また、個別評価金銭債権にも該当することから、個別貸倒引当金の繰り入れも認められる。

解答すべき内容としては、貸倒引当金に関する内容及び貸倒損失に関する内容となるが、解答スペースが少ないため、貸倒引当金に

関する規定の内容と限度額、適用対象法人は最低限解答するようにしたい。

〔第二問〕

問１

⑴ 【資料１】について

① 仮払税金は、期末において、費用に振り替えていないため、仮払税金認定損の処理を行い、損金計上法人税及び損金計上住民

税の処理を行う。

② 従業員の業務中の交通違反による交通反則金は、損金計上罰金等として取り扱われる。

③ 役員の業務外の交通違反による交通反則金は、役員に対する給与に該当し、定期同額給与等に該当しないため、役員給与の損

金不算入額として損金不算入となる。

④ 延滞税や延滞金が損金不算入となるのは、国税又は地方税に係るものである。

⑤ 固定資産税は、賦課決定日に損金算入されるため、特に調整はない。

⑥ 不動産取得税は、固定資産の取得価額に算入しないことができる費用のため、会計上、損金経理していれば、その処理が認め

られる。よって、特に調整はない。

⑵ 【資料２】について

① Ａ社株式は、計算期間中完全支配関係があることから、完全子法人株式等に該当する。よって、Ａ社株式に係る配当金は、全

額益金不算入となる。

② Ｂ社株式は、計算期間中完全支配関係はないため、完全子法人株式等には該当しない。また、計算期間中３分の１超の株式を

保有していないため、関連法人株式等にも該当しない。基準日においては、５％超の株式を保有していることから、その他株式

等に該当する。

③ Ｃ社株式は、基準日における保有割合が５％以下のため、非支配目的株式等に該当するが、Ｃ社株式は、基準日以前１月以内

に取得し、基準日後２月以内にその取得した株式の全てを譲渡したため、基準日の保有しているＣ社株式は、すべて短期保有株

式等に該当する。

④ 有価証券の購入手数料は、購入のために要した費用となるため、取得価額に計上しないといけないが、有価証券を取得するた

めに要した通信費、名義書換料の額は、取得価額に含めないことができる。（基通２－３－５）

よって、名義書換料は、会計上、損金経理していることから、その処理が認められ、特に調整はないが、購入手数料は、取得

価額に計上しないといけないため、調整が必要となる。

⑤ Ｄ社株式は、発行済株式数の２０％の株式を保有しているため、その他株式等に該当する。

⑥ Ｅ社株式は、外国法人であるＥ社が発行した株式であり、発行済株式総数の２５％以上の株式を数年前から保有していることか

ら、Ｅ社は外国子会社に該当する。

よって、配当金の額から配当金の額の５％を控除した金額が益金不算入となり、当該配当金に係る外国源泉税は、全額損金不

算入となる。

⑦ Ｆ社株式は、発行済株式総数の５％以下の株式を保有しているため、非支配目的株式等に該当する。

⑧ 支払利息に関する資料があるが、関連法人株式等がないため、本問では使用しない資料である。

⑨ 相対取引により自己株式の取得が行われたため、みなし配当事由に該当する。

計算自体は、基本的な論点である。

⑩ 法人税額から控除される所得税額は、個別法と簡便法のいずれか有利な方の選択となる。

なお、みなし配当に係る源泉税は、全額税額控除できるため、区分はその他となる。

（無断複写・転載を禁ず）
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⑶ 【資料３】について

① 同族会社の判定及び役員判定は、スペースが少ないため、解答する必要はないと思われる。

② Ｈに対する給与は、毎月同額を支給しているため、定期同額給与等に該当し、適正額に関する資料がないことから、不相当に

高額と認められる金額はないものと考え、全額損金算入される。

役員退職給与は、適正額を超えているため、超える部分の金額は損金不算入となる。

③ Ｉに対する給与について、１２月に給与改定を行っているが、当該給与改定は、役職変更に伴うものであることから、臨時改定

事由に該当する。また、改定前及び改定後の各支給時期における各支給額がそれぞれ同額であることから、定期同額給与に該当

する。よって、全額損金算入される。

また、社宅を借り上げて無償で貸与していることから、実際支払うべき家賃相当額はＩに対する給与として取り扱われる。

経済的利益についても、毎月同額が発生していれば、定期同額給与に該当することから、本問の家賃は、定期同額給与に該当

する。よって、全額損金算入される。

④ Ｊに対する給与は、毎月同額を支給しているため、定期同額給与等に該当し、適正額に関する資料がないことから、不相当に

高額と認められる金額はないものと考え、全額損金算入される。

賞与は、事前確定届出給与に関する届出書の提出が必要であるが、その届出期限は当期首から４月経過日（令和５年９月３０

日）と、定時株主総会の日から１月経過日（令和５年８月２５日）とのいずれか早い日である令和５年８月２５日である。しかし、

当社は、その期限までに届出書を提出していないため、事前確定届出給与に該当しない。

よって、賞与は、全額損金不入となる。

また、Ｊに対して時価より低い価額で土地を譲渡したため、時価と対価との差額は、役員給与に該当し、定期同額給与等に該

当しないため、損金不算入となる。

⑤ Ｋに対する役員分給与について、１月に給与改定を行っているが、１月の給与改定は、業績目標が達成できないことを理由と

していることから、臨時改定事由及び業績悪化改定事由には該当しない。

よって、支給額のうち（５００，０００－３００，０００）×５＝ １，０００，０００は、定期同額給与等に該当しないため、損金不算入となり、そ

れ以外の金額は、定期同額給与等に該当し、適正額に関する資料がないことから、不相当に高額と認められる金額はないものと

考え、全額損金算入される。

使用人兼務役員の使用人分の給与は、不相当に高額と認められる金額が損金不算入となるため、本問では、適正額に関する資

料がないことから、不相当に高額と認められる金額はないものと考え、全額損金算入される。

⑥ Ｌに対する役員分給与は、就任時から毎月同額を支給しているため、定期同額給与に該当し、適正額に関する資料がないこと

から、不相当に高額と認められる金額はないものと考え、全額損金算入される。

Ｌに対する使用人職務分の給与は、１２月に支給した賞与の取り扱いが問題となる。

１２月に支給した賞与は、常務取締役に就任した後に支給したものであることから、本来であれば、事前確定届出給与に関する

届出書の提出が必要となるが、使用人が役員となった直後に支給される賞与等については、次の取扱いが定められている。

法人税基本通達９－２－２７

使用人であった者が役員となった場合又は使用人兼務役員であった者が令第７１条第１項各号《使用人兼務役員とされない

役員》に掲げる役員となった場合において、その直後にその者に対して支給した賞与の額のうちその使用人又は使用人兼務

役員であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人又は使用人兼務役員に対して支給し

た賞与の額として認める。

つまり、役員昇格前の期間に係る賞与をその昇格等の直後に支給した場合には、その支給した賞与の内容に照らした取扱いを

する旨がこの通達で明らかにされている。

本問では、１２月における従業員への賞与支給基準が給与額の １．５倍とあり、昇格前の給与が月額 ３００，０００円であることから、

賞与は全額使用人の期間に係るものであることがわかる。

よって、１２月の賞与も使用人分として支給した賞与に該当することから、使用人職務分の給与は、全額損金算入される。

（無断複写・転載を禁ず）
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⑷ 【資料４】について

① 償却方法

当社は償却方法について何ら届出を行っていないため、法定償却方法となる。

② 建物Ｍ

イ 不動産取得税は、固定資産の取得価額に算入しないことができる費用のため、会計上、損金経理していれば、その処理が認

められる。よって、特に調整はない。

ロ 設計料は、取得のために要する費用のため、取得価額に含まれる。なお、会計上、費用処理している場合には、当該金額

は、償却費として損金経理した金額として取り扱う。

ハ 新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価

償却資産の取得価額に算入しないことができるため、会計上、損金経理していれば、その処理が認められる。よって、落成式

を行った際の諸費用は、特に調整はない。（基通７－３－７）

③ 建物Ｎ

平成１０年３月３１日以前に取得したものであることから、法定償却方法は旧定率法となる。

④ 構築物Ｏ

イ 平成２８年３月３１日以前に取得したものであることから、法定償却方法は定率法となる。

ロ 調整前償却額が償却保証額を下回るため、改定償却となるが、改定償却の計算方法は、次のとおりである。

改定取得価額×改定償却率

本問では、改定取得価額が与えられているため、その金額に改定償却率を乗じて償却限度額を計算する。

⑤ 機械装置Ｐ

イ 先行取得資産に該当するため、圧縮限度額は、返還不要額のうち期首簿価対応分となるが、具体的な計算方法は、法人税法

施行令第８２条で、次のように計算することとされている。

国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した日における特別勘定の金額のうち、次の算式により計算

した金額に相当する金額

返還を要しないこととなった国庫補助金等の額
同日における固定資産の帳簿価額×

固定資産の取得又は改良をするために要した金額

よって、解答の算式により計算することとなる。

ロ 特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額

機械装置Ｐは、定率法で償却限度額の計算を行うが、その場合に償却保証額を計算する際に使用する取得価額は、圧縮後の

金額となる。

この場合の圧縮後の取得価額は、法人税法施行令第８２条の２で、次のように定められている。

内国法人がその有する固定資産について法第４４条第１項又は第４項（特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した

固定資産等の圧縮額の損金算入）の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上

損金の額に算入された金額（当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各

事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に前条（令８２）に規定する割

合を乗じて計算した金額を加算した金額）は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

本問では、圧縮不足額が生ずるため、法第４４条第１項の規定により、損金の額に算入される圧縮損の金額は ７，０００，０００円と

なる。さらに括弧書きで既に償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金

額の累積額に法人税法施行令第８２条に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額とされていることから、

７，６２０，０００
（１１，４３０，０００－１１，１９１，８７５）× ＝１５８，７５０

１１，４３０，０００

を圧縮損の金額 ７，０００，０００円に加算する。

よって、取得価額から控除する金額は、 ７，１５８，７５０円となる。

⑥ 機械装置Ｑ

据付費は、事業供用費用に該当するため、取得価額に含まれる。なお、会計上、費用処理している場合には、当該金額は、償

却費として損金経理した金額として取り扱う。

（無断複写・転載を禁ず）

（１９）



⑦ 器具備品Ｒ

取得価額が１０万円未満であることから、少額減価償却資産に該当するが、この場合に、貸付け（主要な事業として行われるも

のを除く。）の用に供したものは除かれる。

この場合に、その貸付けが主要な事業として行われるかどうかの判定は、法人税法施行規則第２７条の１７で次のように定められ

ている。

法人税法施行規則第２７条の１７

次に掲げる貸付け（次項の規定に該当する貸付けを除く。）は、令第百三十三条第一項（少額の減価償却資産の取得価

額の損金算入）に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するものとする。

一 当該内国法人が当該内国法人との間に特定関係（一の者が法人の事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は

株式若しくは出資を有する場合における当該一の者と法人との間の関係（以下この号において「当事者間の関係」とい

う。）、一の者との間に当事者間の関係がある法人相互の関係その他これらに準ずる関係をいう。）がある法人の事業

の管理及び運営を行う場合における当該法人に対する資産の貸付け

二 当該内国法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら供する

資産の貸付け

三 継続的に当該内国法人の経営資源（事業の用に供される設備（その貸付けの用に供する資産を除く。）、事業に関す

る従業者の有する技能又は知識（租税に関するものを除く。）その他これらに準ずるものをいう。）を活用して行い、

又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け

四 当該内国法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け

２ 資産の貸付け後に譲渡人（当該内国法人に対して当該資産を譲渡した者をいう。）その他の者が当該資産を買い取り、

又は当該資産を第三者に買い取らせることをあっせんする旨の契約が締結されている場合（当該貸付けの対価の額及び当

該資産の買取りの対価の額（当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額）の合計額が

当該内国法人の当該資産の取得価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合に限る。）における当該貸付け

は、令第百三十三条第一項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当しないものとする。

本問では、３台をＡ社に対して貸し付けているが、当社はＡ社の株式を有しており、Ａ社の事業の管理運営を行っていること

から、第１項第１号に該当する。

よって、主要な事業として行われる貸付けに該当することから、少額減価償却資産から除かれる貸付けの用には該当しないた

め、１０台すべてが少額減価償却資産として取扱うことができる。

⑧ 器具備品Ｓ

器具備品Ｓも器具備品Ｒと同様にその貸付けが主要な事業として行われるかどうかの判定を行う必要がある。

器具備品Ｓは、貸付け後に器具備品Ｓの販売業者（法人税法施行規則第２７条の１７第２項に規定する譲渡人）がその資産の売却

先を斡旋する旨の契約が締結されており、さらに括弧書きの「貸付けの対価の額及びその資産の買取りの対価の額の合計額」が

「その内国法人（当社）のその資産の取得価額のおおむね９０％相当額」を超えている。

この場合には、法人税法施行規則第２７条の１７第２項の規定により、主要な事業として行われる貸付けに該当しないものとされ

ている。

よって、少額減価償却資産から除かれる貸付けの用に供されていることから、少額減価償却資産には該当しないこととなる。

また、一括償却資産についても、その貸付けが主要な事業として行われるかどうかの判定は、法人税法施行規則第２７条の１７の

規定を準用することとされていることから、一括償却資産にも該当しないこととなる。

よって、通常の減価償却を行うこととなる。

⑨ 器具備品Ｔ

取得価額３０万円未満であることから、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例の適用を受けることもできるが、問

題の資料により、器具備品Ｔ以外の資産で中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例の適用を受ける減価償却資産の取

得価額の合計額が ２９８万円となっていることから、器具備品Ｔは、年 ３００万円の上限に引っかかることとなる。

そのため、器具備品Ｔは、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例の適用を受けることはできないため、通常の減

価償却を行うこととなるが、取得価額２０万円未満の減価償却資産であることから、一括償却の適用を受けることができる。

よって、通常の減価償却と一括償却のいずれか有利な方の選択となる。

⑸ 【資料５】について

交際費等に関しては特段難しい論点はないため、完答が求められる。

（無断複写・転載を禁ず）

（２０）



問２

⑴ Ｖ社は、Ｕ社が８０％、Ｕ社とは資本関係がない会社が２０％の割合で出資していることから、Ｕ社とＶ社との間には完全支配関係

はない。

よって、Ｕ社は、寄附金はその他寄附金に該当し、損金算入限度額を超える部分の金額が損金不算入となる。

Ｖ社は、受贈益（債務免除益）は、受贈益の益金不算入の規定は適用されないため、益金の額に算入されるが、会計上何ら処理

を行っていないため、受贈益（債務免除益）計上もれの調整が必要となる。

⑵ Ｗ社は、Ｕ社が １００％の株式を継続保有しているため、完全支配関係がある。

よって、Ｕ社は、時価よりも高い金額で土地を取得しているが、時価と対価との差額は、寄附金に該当し、法人による完全支配

関係があるため、その全額が損金不算入となる。

なお、寄附修正事由にも該当するため、Ｗ社株式の帳簿価額の修正も必要であるが、所得金額の計算には影響はしないため、積

極的に取り扱いを解答する必要はないかと思われる。

また、Ｗ社は、時価と対価との差額は、受贈益に該当し、法人による完全支配関係があるため、その全額が益金不算入となる。

さらに、譲渡した土地は、譲渡損益調整資産に該当することから、譲渡損益調整が行われ、時価と簿価との差額は、譲渡損益調整

勘定繰入額として減算・留保処理がなされる。

（無断複写・転載を禁ず）

（２１）
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